
施策目標Ⅶ－１－１

生活保護制度を適正に実施すること

概要（事前分析表のポイント）

【資料１－１】



基本目標Ⅶ： ナショナル・ミニマムを保障し、社会変化に対応した福祉サービスを提供するとともに、自立した生活の実現や安心の確保等を図ること

施策大目標１： 地域住民の様々なニーズに対して、地域の関係機関が連携して、必要な福祉サービスや支援を包括的に提供しつつ、地域の多様な
主体の参加・協働を促し、地域共生社会を実現すること

施策目標１： 生活保護制度を適正に実施すること

１．就労支援 【３頁】

【概要】令和５年度事前分析表（施策目標Ⅶ-１-１）

・ 被保護者就労支援事業等の活用により、就労可能な被保護者の多くは就労し、自立
に至っているが、引き続き取り組みを推進していく必要がある。

・ 一方で、対人関係に課題を抱える者や、就労の経験が少ない者等、日常生活や社会
生活の面で課題を抱え、就労による自立に一定程度の時間を要する者も存在してい
る。

２．医療扶助 【４頁～５頁】

・ 生活保護負担金（事業費ベース）は約3.7兆円（Ｒ４年度当初予算）で、
実績額の約半分を医療扶助が占めている。

・ 医療扶助については、これまで頻回受診対策や後発医薬品使用の原則
化等の適正化対策を進めており、一定の成果が見られる。

１ 被保護者就労支援事業等に参加可能
な者の事業参加率（アウトプット）

２ 就労支援事業等に参加した者のうち、
就労した者及び就労による収入増加した
者の割合（アウトカム）

３ 「その他の世帯」の就労率（アウトカム）

７ 医療扶助の適正化に向けた自治体
における後発使用品使用促進計画の
策定率（アウトプット）

８ 生活保護受給者の後発医薬品の使
用割合（アウトカム）

６ 頻回受診指導による改善者
数割合（アウトカム）

達成目標２

被保護者就労準備支援事業等を
活用した、自立支援の取組強化

達成目標１

就労支援事業等の実施により、
就労等につなげ保護脱却を支援

・ これまでKPIとして設定されている、就労支
援事業等に参加可能な者の事業参加率、
就労支援事業を通じた就労・増収率、及び
「その他の世帯」の就労率について、新型コ
ロナウイルス感染症等も影響し、実績値が
目標達成に至っていない。

・ 感染状況等も見据え、事業の進捗を図り、
引き続き、就労支援事業等への参加を促す
必要がある。

課題２

・ 対人関係に課題を抱える者や、就
労の経験が少ない者等に対し、日常
生活自立、社会生活自立等、アセス
メントを丁寧に実施しつつ、被保護者
の多様な課題の解決に向けて徐々
に自立支援を行っていく取組を強化
していく必要がある。

課題１ 課題３

・ 後発医薬品の使用原則化の
取組については、使用促進の取
組により後発医薬品の使用率
は高まっており、引き続き適正
な運用を行うことで、医療扶助
の適正化に向けて、使用促進を
図る必要がある。

達成目標３

頻回受診に係る適正受診
指導の取組徹底・強化
による改善者数の向上

課題４

達成目標４

① 後発医薬品使用促進の取組強化
② 後発医薬品使用割合の向上
※ 目標値を、従前の全国ベースの使用割合
から、各都道府県毎の使用割合に変更し、
更なる取組強化を図る。

・ 頻回受診対策については、適正
受診指導等の取組によって受診行
動が改善する者が見られる一方で、
適正受診指導を行っても改善に至
らない場合や、一定期間を経過し
た後、受診回数が増加してしまう場
合があるとの指摘もある。

【測定指標】太字・下線が主要な指標
４ 被保護者就労支援事業等の活用
により日常生活の課題がある者の
状態像が改善した者の割合
（アウトカム）

５ 被保護者就労支援事業等の活用
により社会生活の課題がある者の
状態像が改善した者の割合
（アウトカム）

現 状
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背景・課題について

１
施策目標の実現に向けて、どのような課題があるかを過不足なく記載できているか。

（注１） 課題の分析に漏れがあると、その後に続く、達成目標の設定が不十分となる可能性あり。

達成目標について

２ 課題に対応した達成目標を設定できているか。

３
施策目標の実現に向け、適切にブレイクダウンできているか、抽象的なものとなっていないか。

（注２） 達成目標に含まれる内容が多すぎる場合は、適宜分割をすることも要検討。

測定指標、参考指標について

４ 達成目標の進捗度合いを測定する指標として、合理的な指標が設定されているか（達成目標と測定指標の関係性は明確か）。

５

測定指標はアウトプットとアウトカムの双方が設定されているか。

（注３） 最終的なアウトカムだけでなく、アウトプットと直接的な関係性のある短期的なアウトカムや、最終的なアウトカムを実現するための中
期的なアウトカムを設定することが望ましい。

６ 測定指標のうち「主要な指標」とそれ以外の指標が区分されているか。また、「主要な指標」とする理由は明確で、適切に選定されているか。

７ 当該年度の目標値が記載されているか。

８ 目標値は過年度実績や最終目標年度の目標値を踏まえ、適切な水準に設定されているか。

９ 指標の入れ替えが行われている場合、その理由について説明されているか。

１０ 目標値を設定することは困難だが、実績値を経年的に把握することで、評価の参考となる情報について、参考指標として設定されているか。

達成手段について

１１ 測定指標と関連する達成手段数が０となっていないか。

１２ 達成目標と関連する達成手段が多数になっているなど、達成目標と達成手段との関係が複雑な構造となっていないか。 （注２）参照
２

確認すべき主な事項（事前分析表）



生活保護受給者に対する就労支援施策について
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生活保護受給者に対する就労支援の実施

就労・自立インセンティブの強化

就労自立給付金

【保護受給中の就労収入のうち一定額を仮想的に積
み立て、保護廃止時に支給するもの】

（上限 単身世帯10万円 多人数世帯 15万円）

勤労控除

【就労収入から一定額を控除し、収入の一部を手元
に残す制度】

（最低控除額 15,000円）

就労活動促進費
【積極的に就労活動に取り組んでいる者に就労活動

に必要な経費の一部を支給するもの】

（月5,000円 原則６ヶ月以内）

生活保護受給者等就労自立促進事業
（ハローワークと福祉事務所が連携したチーム支援）

被保護者就労支援事業
（就労支援員による就労に関する相談・助言、個別の
求人開拓やハローワークへの同行等の支援）（※）

職業紹介で
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就労に向け一定の
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被保護者就労
準備支援事業

（就労に向け一定の準備が
必要な者への日常生活習
慣の改善等の支援）（※）

ケースワークによる就労支援＋適切な就労支援施策へ繋ぐ
（家庭訪問等による生活状況の把握、求職活動状況の確認、助言、必要な支援に繋ぐ
ための意欲喚起等）

就労に向けた困難度（支援対象者）
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・改革工程表KPI（達成時期：2025年度まで）
事業に参加可能な者の参加率 65％
事業参加者のうち就労増収者の占める割合 50％

【内訳】 ※ 重複して支援を受けているものも含めて計上

○生活保護受給者等就労自立促進事業
（参 加 者） 46,288人
（就労増収者） 25,811人（55.8％）

○被保護者就労支援事業
（参 加 者） 65,854人
（就労増収者） 18,202人（27.6％）

○被保護者就労準備支援事業
（参 加 者） 6,850人
（就労増収者） 918人（13.4％）

○その他自治体の独自事業
（参 加 者） 3,452人
（就労増収者） 926人（26.8％）

【参考】就労支援事業等の参加状況（R2年度）
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※就労体験等の場として認定就労訓練事業も利用可能

事業対象者 参加者 参加率

191,506人 93,181人 48.7％

就労増収者 就労増収率

32,097人 34.4％
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生活保護における後発医薬品の使用促進の取組

使用割合（数量シェア）の出典：

医療扶助実態調査（各年６月審査分）、

医薬品価格調査（薬価本調査）（速報値）（各年９月取引分）

○医師等が医学的知見等に基づいて、後発医薬品を使用することができると認めたもの（※１）については、原則（※２）として、
後発医薬品による給付を行うことを法律に規定（平成30年10月１日施行）

第３４条第３項 （略）医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品・・・を使用することができると認めたものについて
は、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。

※１ 具体的には、処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合。
※２ 例外としては、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価と比べて同額以上となっている場合や、薬局に後発医薬品の在庫が無い場合。

参考：平成２５年法改正時の見直し

○後発医薬品の使用を促すことを規定（平成２６年１月１日施行）
※ 後発医薬品の使用が可能であるにもかかわらず、先発医薬品を希望する受給者に対しては、
・ 薬局は、先発医薬品を希望する理由を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤する。
・ その理由が「先発医薬品の方が高額だから」 「理由を言わない」等の場合については、福祉事務所の健康管理指導の対象とする。

○令和３年６月社会保険診療報酬支払基金審査分レセプトにおける、
後発医薬品使用割合は、87.7％（前年比0.1％減）となった。
※令和３年医療扶助実態調査

○令和２年度に引き続き、使用割合80％という政府目標は達成された。

○伸び率については、原則化前（平成30年）より10.1％増となっており、
後発医薬品の使用を原則化した効果があったものといえる。

後発医薬品使用原則化による効果
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平成30年法改正（後発医薬品使用原則化）の概要
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頻回受診の適正化について（概要）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

受診状況把握対象者数（指導対象者の定義に該当する者の数）（Ａ）
※平成29年度までは旧定義（15日以上の月が３箇月続いた者）、平成30年度は移行期間の

ため混在
１３，５４８人 １２，８３７人 １１，５９４人 １０，６０４人 １２，７５３人 １１，６８１人

適正受診指導対象者数（Ｂ） ３，０２０人 ２，５５７人 ２，６３７人 ２，３８７人 ２，８３５人 ２，３２０人

改善者数（適正な受診日数に改善された者数）（Ｃ） １，３６５人 １，３３８人 １，４２２人 １，２９２人 １，３８８人 １，１３６人

改善者数割合（Ｃ／Ｂ） ４５，２０％ ５２，３３％ ５３，９２％ ５４，１３％ ４８，９６％ ４８．９７％

【頻回受診の改善の状況】

同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診しており、短期的・集中的な治療（※）を行う者を除き、治療にあたった
医師や嘱託医が必要以上の受診と認めた者 ※ 15日以上受診している者を抽出し、その前2ヶ月との合計が40日未満の者

適正化の対応

頻回受診の可能性のある者の把握 毎月レセプトを確認し、頻回受診者にかかる台帳を作成

主治医訪問・嘱託医協議 主治医や嘱託医に協議し、頻回受診と認められるか否かを判断

指導の実施 頻回受診と判断された者について、訪問により指導を実施

改善状況の確認
指導の翌月、医療機関へ改善状況を確認。
改善されていない場合には、引き続き指導を実施

○ 令和３年度に引き続き、令和４年度予算に以下の事業を計上
・ 頻回受診者の適正受診指導の強化（福祉事務所による同行指導の実施等） ・ 頻回受診指導を行う医師の委嘱促進
・ レセプトを活用した医療扶助適正化事業 → レセプトデータから頻回受診者等のリスト作成

○ 適正受診指導を行ってもなお改善されない者に対する追加的な指導の方策として、有効期限が１箇月よりも短い医療券を本人に対
して発行し、健康管理に向けた支援と並行することで、指導のタイミングを増やす取り組みを推進

頻回受診の指導対象者

令和４年度以降の取組
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